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令和６年12月２日以降は保険証の新規発行が終了します
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき令和6
年12月2日以降、現行の健康保険証（国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険等）
の新規発行が終了します。
12月2日以降、最大1年間（来年12月1日まで）は、従来通り現行の保険証が使用可能
です。（国民健康保険証と後期高齢者医療保険証は令和7年7月31日の有効期限までは
使用可能です。）

保険証の有効期限到来後に医療機関等を受診するには
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マイナ保険証をお持ちでない方
　資格確認書を提示してください。
　資格確認書は、加入している医療保険者から保険証の有効期限到来までに郵送されま
す。申請は不要です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード）をお持ちの方
　マイナ保険証対応医療機関等では、マイナ保険証を使用してください。

　マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせ
を提示してください。

※�　資格情報のお知らせは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資
格取得時や負担割合の変更時等に交付するものです。加入している医療保険者から保
険証の有効期限到来までに郵送されます。申請は不要です。

マイナ保険証を利用するには
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マイナンバーカードを持っていない方
　まずは、マイナンバーカードの申請が必要です。住民生活課で申請方法をご確認くだ
さい。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない方
　健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。
　登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明
ページをご確認ください。
　医療機関等の受付の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のＡＴＭ、スマートフォ
ンのマイナポータルアプリ、住民生活課窓口で利用登録ができます。

マイナ保険証にはどんなメリットが？
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
限度額適用認定証等の申請が原則いらなくなる！
　オンラインで資格確認を行うことで、入院等の際に高額療養費の限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
健康管理や医療の質が向上！
　マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。ま
た、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報
を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
オンラインで医療費控除がより簡単に！
　マイナポータルを通じて、申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記が
できます。医療費通知情報は受診月の翌々月11日から閲覧できます。

よくある質問
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ．マイナ保険証の利用登録がしてあるのか知りたい
Ａ．マイナポータルでご確認ください。
　マイナポータルにログインし、「健康保険証」を押下していただくと、健康保険証
情報のページが開きます。ページの中段にある「資格情報」から、登録されている健
康保険証情報を確認いただけます。
　ご自身やご家族のスマートフォン等での確認ができない場合は、ご本人がマイナン
バーカードを持って住民生活課窓口へお越しください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ｑ．会社の保険から国民健康保険に変わったが、再度マイナ保険証の利用登録が必要か？
Ａ�．再登録の必要はありません。役場への国民健康保険の加入・脱退の手続は引き続き
必要です。

●お問い合せ　住民生活課　TEL 22-2786
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らくらくリラクゼーション
クーポン

令和  年

町
いびがわ

農地を売買・賃借・転用するときはご相談ください

健康づくり教室健康づくり教室のの参加者募集参加者募集 揖斐川健康広場で11月から開催する「幼児ミニスポーツ
教室」の参加者を募集します。

教室名 開催日程 曜日時間 対象者・募集定員 参加費

幼児ミニスポーツ教室 11 月～３月
（全 15 回）

毎週木曜日
16:15 ～ 17:15

3 ～ 5 歳児
30 名 6,000 円

■ 申込期間　　10月２日（水）～ 10月13日（日）　９時～ 17時まで（月曜日休館）
■ 申込方法　　揖斐川健康広場に参加費とご印鑑をお持ちいただき、お申し込みください。
■ 募集定員　　新規の方を優先とし、定員になり次第締切りとします。
■ 催行人数　　応募が３名以下の場合には催行しません。
■ 開催場所・お問い合せ　　揖斐川健康広場　℡２１－３１００

※対象年齢は令和 6年 4月 1日現在

　自分の農地でも、農地法の許可なく売買・賃借・転用することは農地法違反となります。これらを
希望する場合はご相談ください。

農地の売買・賃借・転用などは許可を受けてから

　農地は貴重な資源です。農業者が農業をするために農地を守ることや農業生産拡大を図ることを目
的に農地法で権利移動・農地転用などの制限が定められています。

農地の売買や賃借をするとき

　農地を耕作目的で売買・賃借するときは農業委員会の許可が必要です。
　資産保有・投資目的の売買や農地を取得する適格者でない場合には許可できません。

農地を転用するとき

　住宅や駐車場・山林など農地以外のものに用途を変えるとき、砂利採取など一時的に用途を変える
ときは農業委員会の許可を経て町の許可が必要です。
　許可なく転用行為をすることは農地法違反となります。

まずは農業委員会事務局まで

　農地法の許可には現地確認や農業委員会の審議などを行うため時間がかかります。また申請には具
体的な計画が必要になり作成書類も多くあります。
　農地を売買・賃借・転用する前に農業委員会事務局までご相談ください。

お問い合せ：揖斐川町農業委員会事務局（農林振興課内）　℡２２-２８０９
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45-3  長良四ツ屋

揖斐川令和６年10月１日から令和６年10月１日から
はなももバス停留所を追加します。はなももバス停留所を追加します。

はなももバス停留所名称変更について
「45-2 クリニック IB」を

「45-2 ファミリークリニックやひろ」に変更しました。

必ずチェック！最低賃金
「岐阜県最低賃金」が改正されました

時間額 1,001 円 （51円UP！）
令和６年10月1日から

岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アル
バイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用され
ます。
使用者も、労働者も、１時間当たりの賃金額が最低賃金
額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
詳しくは、岐阜労働局賃金室（☎058-245-8104）また

はお近くの労働基準監督署までお尋ねください。

【揖斐川町×セントレア合同企画】【揖斐川町×セントレア合同企画】

セントレア開港20周年ありがとうヒコーキセントレア開港20周年ありがとうヒコーキ
（平日限定国内線往復航空券プレゼント）（平日限定国内線往復航空券プレゼント）

　セントレアは地域の皆様に支えていただき、2025年2月17日に開港20周年を迎えます。日頃の
感謝の気持ちを込めて、「20周年ありがとうヒコーキ」企画として、国内線往復航空券をプレゼント
いたします！

■応募条件　代表者が揖斐川町内在住で18歳以上の方
　　　　　　体験記を作成し提出できる方
　　　　　　作成した体験記を広報誌等に掲載可能な方
■行 き 先　セントレアから直行便が就航している国内空港のうち１空港
■訪問時期　2025年1月14日から2025年2月28日（平日のみ）
■定　　員　4名（抽選）※グループでの応募可（最大4名まで）
■料　　金　無料（空港までの交通費、現地滞在費は自己負担）
■応募方法　10月31日（木）18時までに申込。
　　　　　　２次元コード「セントレア公式LINE」
　　　　　　を読み込み、お申込みください。
　　　　　　お友達登録 → キーワードで「ありがとう」
　　　　　　を入力後、申込条件や応募方法などの詳細
　　　　　　情報がございます。
■お問い合せ　セントレア開港20周年事務局
　　　　　　Mail：info@20shunen.jp
　　　　　　℡050-3611-9589（平日 9時ー17時）
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「ＳＮＳ型投資詐欺」「ロマンス詐欺」に注意「ＳＮＳ型投資詐欺」「ロマンス詐欺」に注意

あなたの大切な遺言書、法務局が守ります！あなたの大切な遺言書、法務局が守ります！
「遺言」とは、～大切な人へのメッセージ～「遺言」とは、～大切な人へのメッセージ～

〇「ＳＮＳ型投資詐欺」とは
　投資家や著名人等を装うニセのＳＮＳ広告等で投資を呼びかけて投資詐欺サイトに誘導し、グルー
プＬＩＮＥなどで「優良な投資情報」だと信じさせて投資を勧め、指定口座に振込入金させてお金を
だまし取る手口です。
　・個人名義の口座には絶対に振り込まない
　・投資で「絶対・確実」「元本保証」と言われたら詐欺を疑う

〇「ロマンス詐欺」とは
　インスタグラムやマッチングアプリのダイレクトメッセージなどをきっかけに、
ＬＩＮＥなどに誘導し、相手に恋愛感情を抱かせ、お金をだまし取る手口です。
　・�面識のない人から恋愛感情や親近感を抱かせるような話があれば注意し、投資
やお金の話が出たら詐欺を疑う

お問い合せ　揖斐警察署　℡２３－０１１０

　「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度です。
　この制度を利用されることで、遺言書の紛失や亡失の防止、第三者による破棄や改ざんを防ぐこと
ができるほか、遺言書は長期間適正に保管・管理されるので、相続開始後、相続人等は遺言書を閲覧
したり、証明書の交付が受けられます。
　また、相続開始後に、法務局から、相続人等通知対象者に、遺言書が保管されていることの通知が
されるほか、家庭裁判所における検認も不要となります。
　なお、保管申請には、自筆で書いた遺言書、申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票等、
手数料３，９００円（収入印紙）、本人確認書類が必要です。
　本制度の利用については、岐阜地方法務局ＨＰをご覧いただくほか、以下の最寄りの法務局（遺言書
保管所）におたずねください。

【問い合せ先】
　〒５０３－０８８８　大垣市丸の内１－１９
　岐阜地方法務局大垣支局総務課　℡０５８４－７８－３３４７

＜岐阜地方法務局からのお知らせ＞＜岐阜地方法務局からのお知らせ＞

▲（岐阜地方法務局ＨＰ）
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町
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
児
童

■
支
援
金
の
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
万
円

■
支
給
対
象
者

　

対
象
児
童
を
監
護
し
生
計
を
同
じ
く
す
る

保
護
者

■
支
給
手
続
き

① 

対
象
児
童
を
要
件
と
し
た
10
月
分
の
児
童

手
当（
特
例
給
付
含
む
）を
揖
斐
川
町
か
ら

受
給
し
た
方
は
、
原
則
申
請
不
用
で
す
。

② 

①
以
外
の
方（
公
務
員
の
方
、
児
童
手
当

の
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の
方
、
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
が
揖
斐
川
町
外
に

住
所
を
有
し
て
い
る
世
帯
等
）に
つ
い
て

は
申
請
が
必
要
で
す
。支
援
金
の
ご
案
内
・

申
請
書
等
を
10
月
中
旬
か
ら
11
月
に
か
け

て
郵
送
し
ま
す
の
で
、
記
入
の
う
え
指
定

期
日
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課

　

℡
２
３
‒
０
１
１
５

　

10
月
１
日（
火
）よ
り
揖
斐
広
域
斎
場
の
設

置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
い
、「
区
域
内
」
の
要
件
が
変
更
に
な

り
ま
す
。

　

変
更
内
容
は
「
死
亡
者
も
し
く
は
喪
主
が

区
域
内
の
場
合
」
と
し
て
い
た
も
の
を
「
死

亡
者
が
揖
斐
郡
３
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
場
合
」
と
改
め
ま
す
。

　

ま
た
、
本
広
域
連
合
の
介
護
保
険
被
保
険

者
は
「
区
域
内
」
と
み
な
す
こ
と
を
追
加
し

ま
す
。

　

な
お
、
火
葬
許
可
証
、
使
用
許
可
証
、
領

収
書
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
斎
場
利
用
の
前

日
ま
で
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
揖
斐
広
域
連
合　

総
務
課

　

℡
２
３
‒
０
１
８
８

　

揖
斐
広
域
斎
場

　

℡
３
６
‒
１
３
２
１

 

揖
斐
広
域
斎
場
か
ら
の
お
知
ら
せ
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寿
長
ご

さ
ん

８
月
の

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を

受
け
ら
れ
、
長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長

生
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

小
お

川
がわ

 みね子
こ

 さん
100歳（清水）

渡
わた

邊
なべ

 さ ゑ さん
100歳（房島）

山
やま

本
もと

 すゑ子
こ

 さん
95歳（谷汲岐礼）

三
み

島
しま

　晃
こう

映
えい

 さん
100歳（谷汲大洞）

  

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

■
お
仕
事
の
受
付

仕
事
の
ご
依
頼
、
ご
相
談
は
、
電
話
に
て

お
受
け
し
て
い
ま
す
。
お
見
積
も
り
は
無
料

で
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊
草
刈
り
・
草
取
り

＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り

＊
資
源
ゴ
ミ
な
ど
の
分
別　
　
　

＊
病
院
な
ど
の
付
き
添
い　
　

＊ 

家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
食
事

作
り
、
買
い
物
、
片
付
け
な
ど
）　

＊
軽
作
業　
　

＊
社
内
清
掃　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
会
員
募
集

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
健
康
で
働

く
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
の
臨
時
的
・
短
期
的

な
就
業
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
ま
た
、
互
助

会
サ
ー
ク
ル
活
動
と
し
、
手
話
と
小
物
作
り

を
し
て
い
ま
す
。
互
助
会
の
み
の
入
会
も
可

能
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
『
事
業
お
よ
び

入
会
説
明
会
』
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
今
月
の
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会

・
日
時　

10
月
１
日（
火
）、
15
日（
火
）

　
　
　
　

10
時
開
始（
約
１
時
間
）

※
要
予
約

・
場
所　

 
揖
斐
川
町
福
祉
総
合
支
援

　
　
　
　

セ
ン
タ
ー
２
階　

会
議
室

問（
公
社
）揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
２
３

－

０
９
０
７

  

「
徳
山
ダ
ム
上
流
に
実
の
な
る
木
を
植
え

よ
う
大
作
戦
」の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
揖
斐
自
然
環
境
レ
ン
ジ
ャ
ー

と
生
命
の
水
と
森
の
活
動
セ
ン
タ
ー
で
は
、

多
く
の
生
き
物
が
生
息
で
き
る
豊
か
な
森
林

づ
く
り
を
目
指
し
て
、
徳
山
ダ
ム
上
流
部
に

あ
る
通
称
「
コ
ア
山
」
に
野
生
生
物
の
エ
サ

に
な
る
実
の
な
る
木
の
植
樹
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

今
回
で
24
回
目
と
な
る
こ
の
活
動
へ
の

参
加
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

■
日
程

・
実
施
日　
　

10
月
26
日（
土
）

・
受
付　
　
　

９
時
～
９
時
30
分

・
植
樹
活
動　

10
時
45
分
～
12
時

・
講
話　
　
　

14
時
15
分
～
14
時
45
分

・
種
ま
き　
　

14
時
50
分
～
15
時
40
分

・
解
散　
　
　

15
時
45
分

■
場
所

　

集
合
・
講
話　

水
と
森
の
学
習
館

　

植
樹 

徳
山
ダ
ム
上
流
、
通
称
「
コ
ア
山
」

■
持
ち
物

・
作
業
が
で
き
る
服
装
・
手
袋
・
防
寒
具

・
雨
具
・
着
替
え
・
弁
当
・
飲
み
物

■
募
集
人
数　
60
名
程
度

■
参
加
費　
無
料

■
募
集
期
間　

　

10
月
１
日（
火
）～
10
月
22
日（
火
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す

問
水
と
森
の
学
習
館

　
　

℡
５
２

－

０
１
６
６

  

講
演
会
・
相
談
会
・
合
同
手
続
案
内
会

（
～
想
い
つ
な
げ
る
講
座
ｉｎ
岐
阜
～
）

■
申
込　
参
加
・
相
談
は
無
料（
先
着
順
）

　
　
　
　

10
月
１
日
～
電
話
受
付
開
始

　

①
講
演
会
は
予
約
不
要

　

②
相
談
会
・
合
同
手
続
案
内
会
と
も

　
「
予
約
優
先
制
」

■
開
催
日　
11
月
19
日（
火
）

■
場
所　

　

み
ん
な
の
森
ぎ
ふ
メ
デ
ィ
ア
コ
ス
モ
ス

　

岐
阜
市
司
町
40
番
地
５

■
講
演
会　

①
法
務
局
制
度
説
明 

　

13
時
10
分
～（
30
分
）

②
税
理
士
講
演

　

13
時
45
分
～（
60
分
）　　

③
司
法
書
士
講
演

　

14
時
55
分
～（
60
分
）

①
②
③
会
場　

み
ん
な
の
ホ
ー
ル

■
相
談
会　
14
時
～
17
時　

一
組
25
分

　

会
場　

か
ん
が
え
る
ス
タ
ジ
オ

※ 

税
理
士
・
司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
合
同
手
続
案
内
会

　
（
相
続
登
記
申
請
手
続
の
説
明
） 

　

13
時
45
分
～
、
14
時
55
分
～

　

２
回
開
催
、
各
60
分

　

会
場　

み
ん
な
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

■
主
催
者
・
問
い
合
せ�

　

岐
阜
地
方
法
務
局
総
務
課　

　

℡
０
５
８

－

２
４
５

－

３
１
８
１　

　

詳
細
は
、
岐
阜
地
方
法
務
局
Ｈ
Ｐ
を
御
覧

く
だ
さ
い
。




